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特集特集『オーガニックでつながるはまだ』フォーラムを開催しました！

　3月 15 日（土）、弥栄町の浜田市ふるさと体験

村で「オーガニックでつながるはまだ」フォーラ

ムを開催しました。

　第 1部では、持続可能な地域社会総合研究所の

藤山所長から『持続可能な未来形の暮らしとは』

と題して、事例を踏まえてこれからの中山間地域

の暮らし方についてお話いただきました。また、

ノンフィクション作家の島村菜津さんから『新し

い暮らしを創る有機的なつながり～オーガ

ニックな町づくりが若者を惹きつける～』と

題して、イタリアのオーガニックの取組や国 基調講演の様子

パネルディスカッションの様子

内の有機給食の取組などについてお話いただき

ました。

　第 2部では、ゲスト講師お二人に小松ファーム

の小松原社長や体験村の太田マネージャーを加え

て、オーガニックをテーマにパネルディスカッショ

ンを行いました。

　当日は有機生産者だけでなく、地域の方や企業

の方、行政機関の方などさまざまな方にご参加い

ただき、定員を超える 70 名の参加がありました。

　浜田市では、こうした取組を通じて、市内の消

費拡大や新たな取組のきっかけに繋げていきます。

研修会（代かき実習）の様子

【お知らせ】令和 7年度も有機米栽培研修会を開催します！　

　浜田市では、昨年に引き続き「浜田市有機米栽培研修

会」を開催します。NPO 法人民間稲作研究所の五十畑さ

んを講師に、「省力・低コストの有機稲作」の栽培方法

を教えていただきます。

　第 1回は 5月の中旬頃を予定しておりますので、また

市ホームページ等でお知らせします。6月には実践いた

だいた生産者を対象に現地指導も行う予定ですので、今

年度ぜひ有機米に取り組んでいただければと思います。
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【お知らせ】令和 7年度　農業関係補助事業について　

　令和 7年度事業のうち、農林業支援センターが窓口となる事業は、以下のとおりです。

事業の活用を検討される方は、農林業支援センターまでお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】人事異動について　

　令和 7年 4月 1日付けで、支援センターの人事異動がありましたのでお知らせします。

事　業 対　象 補助項目 補助金額

機械導入・
整備支援
事業

①認定新規就農者
②認定農業者
③広域連携組織等

農業生産に伴う機械などの整備
国庫補助事業による補助金の交付を受け
ている場合の補助額は、①は１/３以内、
②は１/６以内
（申請期限：4月 18 日（金）まで）

①事業費の 1/2 以内
②③事業費の 1/3 以内
上限 200 万円 /1 経営体

新植・補植
支援事業

苗木及び肥料などの購入に要する経費
事業費の 1/2 以内
上限 30 万円 /1 経営体

災害復旧・
災害対策
支援事業

被災施設の修繕などに要する経費
事業費の 1/2 以内
上限 100 万円 /1 経営体

災害対策に必要な施設等の導入に要する経費
事業費の 1/2 以内
上限 50 万円 /1 経営体

収益性向上
支援事業

作業時間の削減や生産量の増加が見込まれる
新規の機械設備の導入に要する経費
（汎用性が高いと見込まれる機械設備は対象外）

新規販路開拓や単価向上（ブランド化）のため
に必要な経費（経常的に要する経費は対象外）

事業費の 1/2 以内
上限 200 万円 /1 経営体

経営継承
促進事業

浜田の 3果樹及び有機

農産物の経営継承者

経営継承者が、経営継承によって取得した施設
などの改良・改修に要する経費

事業費の 1/2 以内
上限 100 万円 /1 経営体

実証圃設置
事業

認定新規就農者、
認定農業者、
生産組合
有機生産者等

浜田市の定める米や果樹の複合経営化が
図れる組み合わせ作物の候補となる作物
又は有機農産物を栽培した際に要する経費
※生産計画による導入作物の売上目標が
　100 万円以上であること

事業費の 1/2 以内
上限 100 万円 /1 経営体

ふるさと
農業研修生
育成事業

就農に対し意欲があり、次の全てに該当する人
①研修開始時に 65 歳未満
②研修開始時に浜田市内に住所を有する（UI ターン可）
③普通自動車運転免許（AT 限定は要相談）を有する
④研修終了後、浜田市内で就農する意欲がある

研修期間（6～12か月）
の研修手当 月額15万円
住宅手当　家賃の1/2
（上限2万円）

【転出者】　

志水　千生

（ふるさと寄付推進室へ）

　大変お世話になりました

　ありがとうございました

　この度、新卒採用で農林業支援セ
ンターに配属となりました宮本駿介
(みやもとしゅんすけ )です。一日
も早く農業者の方々のお役に立てる
ように日々頑張りますのでよろしく
お願いします！

【新職員】宮本　駿介

①浜田の 3果樹
（大粒ぶどう、西
条柿、赤梨）

②有機農産物
（有機 JAS 認証取
得見込みのもの
を含む）
の生産者など


